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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成30年10月25日(2018.10.25)

【公表番号】特表2017-531096(P2017-531096A)
【公表日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2017-515793(P2017-515793)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  28/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  15/04     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   28/00     　　　Ｚ
   Ｂ３２Ｂ   15/04     　　　Ｚ
   Ｃ２３Ｃ   16/42     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月14日(2018.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防汚性を有する内燃機関の構成部品であって、前記構成部品が、
　金属表面と、
　前記金属表面の少なくとも一部分上の、ケイ素、酸素、及び水素を含むプラズマ蒸着形
成層と、
　前記層の表面の少なくとも一部分上の、少なくとも１つのシラン基を含む少なくとも部
分的にフッ素化された組成物の防汚コーティングと、を含む、構成部品。
【請求項２】
　少なくとも１つのシラン基を含む前記少なくとも部分的にフッ素化された組成物が、式
Ｉａのポリフルオロポリエーテルシランである、請求項１に記載の構成部品。
　Ｒｆ［Ｑ’－Ｃ（Ｒ）２－Ｓｉ（Ｙ’）３－ｘ（Ｒ１ａ）ｘ］ｚ　　　Ｉａ
［式中、Ｒｆは、一価又は多価ポリフルオロポリエーテルセグメントであり、
　Ｑ’は、有機二価連結基であり、
　各Ｒは独立して、水素又はＣ１～４アルキル基であり、
　各Ｙ’は、ハロゲン、アルコキシ、アシルオキシ、ポリアルキレンオキシ、及びアリー
ルオキシ基からなる群から独立して選択される加水分解性基であり、
　Ｒ１ａは、Ｃ１～８アルキル基又はフェニル基であり、
　ｘは、０、１又は２であり、
　ｚは、１、２、３、又は４である。］
【請求項３】
　前記ポリフルオロポリエーテルセグメント、Ｒｆが、－（ＣｎＦ２ｎＯ）－、－（ＣＦ
（Ｚ）Ｏ）－、－（ＣＦ（Ｚ）ＣｎＦ２ｎＯ）－、－（ＣｎＦ２ｎＣＦ（Ｚ）Ｏ）－、－
（ＣＦ２ＣＦ（Ｚ）Ｏ）－［式中、Ｚはペルフルオロアルキル基、酸素含有ペルフルオロ
アルキル基、ペルフルオロアルコキシ基、又は酸素置換ペルフルオロアルコキシ基であり
、この各々が直鎖状、分枝状、又は環状であることができ、１～９個の炭素原子及び酸素
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含有又は酸素置換の場合に４個までの酸素原子を有することができ、ｎは１～１２の整数
である。］、及びこれらの組み合わせからなる群から選択されるペルフッ素化繰返し単位
を含む、請求項２に記載の構成部品。
【請求項４】
　前記層が、少なくとも１０原子％のケイ素、少なくとも１０原子％の酸素、及び少なく
とも５原子％の水素を含み、ここで全ての原子％の値は前記層の全原子量を基準としてお
り、
　前記防汚コーティングが、次式Ｉｂのポリフルオロポリエーテルシラン基を含むポリフ
ルオロポリエーテル含有コーティングであり、これは少なくとも１つの共有結合を前記層
と共有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の構成部品。
　Ｒｆ［Ｑ’－Ｃ（Ｒ）２－Ｓｉ（Ｏ－）３－ｘ（Ｒ１ａ）ｘ］ｚ　　　Ｉｂ
［式中、Ｒｆは、一価又は多価ポリフルオロポリエーテルセグメントであり、
　Ｑ’は、有機二価連結基であり、
　各Ｒは独立して、水素又はＣ１～４アルキル基であり、
　Ｒ１ａは、Ｃ１～８アルキル基又はフェニル基であり、
　ｘは、０、１又は２であり、
　ｚは、１、２、３、又は４である。］
【請求項５】
　前記防汚コーティングが、約５５００を超える分子量を有するヘキサフルオロプロピレ
ンオキシド誘導シランポリマーを含み、
　前記防汚コーティングが、（ａ）１００００回の摩耗サイクル後に約２７％未満減少す
る水接触角と、（ｂ）約２～約１５ｎｍの厚さと、（ｃ）約０．３５未満の一定摩擦係数
と、を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の構成部品。
【請求項６】
　前記構成部品が、燃料噴射ノズル、燃料噴射装置本体、吸気弁、吸気路、排気弁、動弁
装置構成部品、排気ヘッド、冷却系統構成部品、油路、ピストン、燃焼室、ＥＧＲ構成部
品、又は空気／油分離器である、請求項１～５のいずれか一項に記載の構成部品。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の構成部品を含む内燃機関。
【請求項８】
　ケイ素、酸素、及び水素を含む層を、前記構成部品の前記金属表面の少なくとも一部分
上にプラズマ蒸着によって形成する工程と、
　少なくとも１つのシラン基を含む少なくとも部分的にフッ素化された組成物を、前記ケ
イ素、酸素、及び水素を含む前記層の表面の少なくとも一部分に適用する工程と、を含む
、請求項１～６のいずれか一項に記載の構成部品の製造方法。
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